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在
職
老
齢
年
金
制
度
の
基
準
額
の
引
上
げ
あ
る
い
は
廃
止
の
影
響
を
「
高
所
得
者
以
外
の
年
金
額
は
減
少
」
と

す
る
政
府
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

政
府
は
、
二
〇
一
九
年
八
月
に
公
表
さ
れ
た
将
来
の
公
的
年
金
の
財
政
見
通
し
の
オ
プ
シ
ョ
ン
試
算
の
中
で
、
在
職
老
齢
年

金
制
度
の
基
準
額
（
以
下
、
基
準
額
と
い
う
。
）
の
引
上
げ
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
と
と
も
に
、
社
会
保
障
審
議
会
年
金
部
会

で
も
議
論
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
以
下
の
通
り
、
質
問
し
ま
す
。 

一 

財
務
省
が
二
〇
一
九
年
十
月
九
日
に
財
政
制
度
等
審
議
会
財
政
制
度
分
科
会
に
提
出
し
た
資
料
（
以
下
、
財
政
審
資
料
と

い
う
。
）
で
は
、
在
職
老
齢
年
金
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
廃
止
や
縮
小
（
基
準
額
の
引
上
げ
）
に
よ
り
「
高
所
得
者
へ

の
給
付
を
回
復
す
る
と
、
低
中
所
得
者
の
給
付
水
準
は
低
下
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
改
め
て
確
認
の
た

め
に
お
伺
い
し
ま
す
が
、
在
職
老
齢
年
金
の
廃
止
や
基
準
額
の
引
上
げ
に
よ
り
、
高
所
得
者
の
年
金
給
付
水
準
は
上
が
り
ま

す
か
、
そ
れ
と
も
下
が
り
ま
す
か
。
ま
た
、
低
中
所
得
者
の
年
金
給
付
水
準
は
上
が
り
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
下
が
り
ま
す

か
。 

二 

財
政
審
資
料
で
は
、
在
職
老
齢
年
金
を
廃
止
し
た
場
合
の
年
金
制
度
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
「
高
所
得
者
以
外
の
年
金
額



 

２ 

 

は
減
少
（
世
代
内
の
公
平
性
の
問
題
）
」
と
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
改
め
て
確
認
し
ま
す
が
、
在
職
老
齢
年
金
の
廃
止
や
基

準
額
の
引
上
げ
は
、
高
所
得
者
以
外
の
年
金
額
を
増
加
さ
せ
る
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も
減
少
さ
せ
る
の
で
す
か
。
ま
た
、
世

代
内
の
公
平
性
に
つ
い
て
、
年
金
受
給
額
の
格
差
を
拡
大
す
る
影
響
を
与
え
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
格
差
を
縮
小
す
る
影
響
を

与
え
ま
す
か
。 

三 

被
用
者
の
厚
生
年
金
の
適
用
拡
大
に
つ
い
て
、
適
用
す
る
事
業
所
の
被
用
者
人
数
に
関
す
る
規
模
要
件
を
す
べ
て
撤
廃
す

れ
ば
、
何
人
が
新
た
に
厚
生
年
金
に
加
入
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
か
。
ま
た
、
も
し
、
被
用
者
人
数
が
二
百
一
人
以
上
の

事
業
所
に
適
用
、
あ
る
い
は
百
一
人
以
上
の
事
業
所
に
適
用
す
る
と
い
う
要
件
を
残
し
た
場
合
、
新
た
に
厚
生
年
金
に
加
入

で
き
る
の
は
何
人
で
す
か
。
試
算
し
て
い
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
示
し
た
上
で
、
安
定
し
た
年
金
制
度
の
運
用
の
観
点
か
ら
、
規
模

要
件
の
設
定
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
し
て
下
さ
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


